
平成２６年７月４日

各 位

株式会社池田泉州銀行

株式会社池田泉州銀行（頭取 藤田 博久）では、業務の効率化、省エネなど CSR 活動の推進

を目的として「サマータイム制度（就業時間の繰り上げ）」を導入・実施することとしましたので、

お知らせいたします。

「サマータイム制度」の導入により、有効に活用できる時間を確保し、自己研鑽や健康増進、

育児や介護、趣味・教養を高めるなど、仕事と余暇のバランスを図った多様なワークスタイルに

対応していきたいと考えております。

１．実施期間

平成２６年７月７日（月）～８月２９日（金）

２．対象

本部・営業店（外貨両替ショップ等特殊勤務体制の部署は除く）

３．始業・終業時刻

始業 午前８時 （通常 午前８時４０分）

終業 午後５時 （通常 午後５時４０分）

４．その他

育児対象者等は、保育時間などに合わせ通常の勤務時刻を適用するなど、柔軟に対応。

※各営業店、ATM 並びに各種問合せ窓口等の営業時間は変更ございません。

以 上

「サマータイム制度」を導入します

～７月７日（月）からスタート～


